
 

池田町公告　第 102 号 

 

下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167

条の６の規定により公告します。 

 

令和７年 10 月 30 日 

池田町長　矢口　稔 

 

１　入札対象工事 

 

２　入札に参加する者に必要な資格要件（下記全てに該当すること） 

 

工事名
令和７年度　 

池田町総合福祉センター（デイサービスセンター）機械設備改修工事

 
工事箇所 池田町大字池田字三丁目

 

工事概要
デイサービスセンター用の昇温及び給湯用ボイラーの屋外設置及び既存設備

への接続、配管・電気設備等関連工事

 
完成期限 令和８年３月 23 日

 
入札方式 一般競争入札

 

入札参加資格

業種及び建設

業許可区分

①　管工事について特定建設業又は一般建設業の許可を有していること。 

②　令和７・８・９年度の池田町競争入札参加資格者名簿に登録されている 

　　こと。（長野県に入札参加申請を提出してあり名簿に掲載されている場合 

も同等とみなす）

 

資格総合点数

及び地域要件

等

①　長野県が公表している、最新版の建設工事入札参加資格者名簿に掲載の 

【管】の資格総合点数が 680 点以上であること。 

②　地域要件としては、長野県中信地区に本店、支店又は営業所（以下「事

業所」という。）があることとするが、次の要件も必須とする。 

・当該事業所が 30分以内（道路事情による影響を受けない場合を想

定）に本工事箇所に到着できる範囲にあること。本工事に係る機械

設備に不具合等が発生した場合に、原因調査及び応急的対応のでき

る者が当該事業所に在籍していること。

 同種工事の施

工実績
不要

 

配置技術者
建築業法第 26 条第１項に規定する主任技術者を配置することができ、入札参

加申請日以前３カ月以上の恒常的雇用関係にあること。

 

その他

①　地方自治法施行令第 167 条の４に該当しないこと。 

②　入札公告日から入札日までの間に、国、長野県、池田町から指名停止措 

置を受けていないこと。 

③　建設業法第 28 条の規定に基づく営業停止の処分を受けていない者である 

こと。 

④　池田町暴力団排除条例（平成 23 年池田町条例第 21号）第２条第２号に 

規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でな 

いこと。



３　入札の日程等 

 

 
設 計 図 書

等 の 入 手

方 法 及 び

閲覧期間

令和７年 10月 30 日（木）から 

令和７年 11月 17 日（月）まで

池田町公式ホームページからダウンロー

ドすること 

https://www.ikedamachi.net/

 

入 札 参 加

申請受付

令和７年 10月 30 日（木）から 

令和７年 11月 14 日（金）16：00 まで 

　　　　　　　　

提出書類 

別紙１及び別紙２ 

提出方法 

池田町役場総務課財政係まで持参によ

り提出のこと（郵送不可）

 

設 計 図 書

等 に 関 す

る 質 問 受

付期間

令和７年 10月 30 日（木）から 

令和７年 11月７日（金）12：00 まで

メールにて送付すること（任意様式）

fukushi@town.ikeda.nagano.jp

 

質 問 へ の

回答日
令和７年 11月 12 日（水） 池田町公式ホームページにて回答する

 

入 札 参 加

資 格 確 認

通 知 書 の

発送

令和７年 11月 19 日（水） 郵送にて通知する

 

入 札 開 札

日 時 及 び

場所

入札参加資格を有する事業者へ別途

連絡いたします。



 

４　入札事項等 

 

 

入札執行回数

入札回数は２回とし、第２回の入札をしても落札できないときは、第２回の最低

入札価格者と地方自治法施行令第 167 条の２第１項第８号の規定による随意契

約とする。この場合の見積回数は２回までとする。

 

入札書の金額

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相

当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるか問わず、見積もった契約希望金額の

110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

 

工事費内訳書

必要　 

工事費内訳書（金抜内訳書全項目）に会社名、工事名を明記した表紙を添付し、

第１回目の入札において提出することとし、合計金額は第１回目の入札額と一

致すること。（入札額と工事内訳書の差が１万円未満の場合は一致するものとし

て取り扱う。）

 
調査基準価格 適用なし

 
最低制限価格 適用あり(池田町最低制限価格制度実施要綱による。)

 

入札保証金
免除（ただし、落札者が契約を締結しない場合は、池田町財務規則第 110 条第１

項の規定に基づき免除した金額を徴収する。）

 

契約保証金

契約金額の 100 分の 10 以上の金銭的保証 

（ただし、池田町財務規則第 124 条第２項の規定により金融機関等の保証等を

もって納付に代えること。）

 
前払金 適用あり

 
中間前払金 適用あり

 
部分払金 適用あり

 
債務負担行為 適用なし

 
入札の無効 池田町財務規則第 112 条に該当する入札は無効とする。

 

落札者の決定

方法等

①　予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最低価格で入札 

をした者を落札者とする。 

②　落札者が下記のいずれかに該当した場合は次点者を契約相手先とする。必 

要に応じてその手順を繰り返す。ただし、予定価格の範囲内に限る。 

　　ア　入札参加資格確認書類及び工事費内訳書に不正が認められたとき。 

　　イ　落札者が辞退したとき。 

　　ウ　その他の理由により落札者と契約が不可能となったとき。



 

５　入札参加資格確認書類（提出書類） 

・入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

・参加資格確認調書（様式第２号） 

 

 

６　請負代金内訳明細書の提出 

契約締結後５日以内に提出すること。ただし、第１回目の入札で落札者となった場合は入

札時に提出した工事内訳書（金抜内訳書全項目）をもって替えることができる。 

 

 

７　異義の申立て 

入札を行った者は、入札後はこの公告、契約約款、設計図書及び現場等についての不明を理

由として異義の申立てはできない。 

 

 

８　その他 

本公告のほか、縦覧に供した関係書類を熟覧し承諾した上で入札すること。 

 

 

９　問い合わせ先 

 
入札・契約担当 総務課　財政係　　　　　　　　　　　　　　　　電話 0261-62-3131

 
工事発注担当 健康福祉課　福祉係　　　　　　　　　　　　　　電話 0261-61-5000


